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第2章　自然と共生し環境にやさしいまち自然と共生し環境にやさしいまち2

【	現状と課題	】
本市は、秩父多摩甲斐国立公園の一角を担う御岳山・高水山などの山々を背景として多

摩川が東西に流れ、青梅丘陵や長淵丘陵、霞丘陵など市街地を囲む緑豊かな丘陵や崖線の
雑木林など豊かな自然環境に恵まれており、その環境は子どもから高齢者まで多くの市民
に愛されています。

森林が市域の約63％を占めており、公園などの緑地を含めると、本市全体の70％以上が
緑に覆われています。

森林は木材供給源やバイオマス発電※の原材料となるなど、経済林としての役割のほか、
心のやすらぎ、自然とのふれあい、レクリエーション、水源のかん養、国土の保全、景観の向
上、防災など多様な役割を持っています。

こうした貴重な財産である森林の保全に向け、東京都と連携し「多摩森林再生事業」や企
業の協賛による「企業の森」などの事業を推進するとともに、森林ボランティアの育成や森
林保全に取り組むボランティアグループとの連携など、市民の手による森林整備の支援に
取り組んでいます。

しかし、近年、国産材価格の低迷や林業従事者の高齢化により森林の荒廃が進んでいま
す。

また、スギ・ヒノキの花粉によって引き起こされる花粉症が社会的な問題となっており、
花粉の発生源対策が求められています。

地球温暖化の緩和となる二酸化炭素の吸収や、土砂災害防止など様々な公益的機能を持
つ森林を守り、育てていく必要があります。

【	基本方針	】
健全な森林を維持し、森林の多面的・公益的な機能を発揮するため、林産品の活用を拡大

するとともに、民有林を中心とした森林の保全、適正な管理や整備を推進します。
また、企業との連携や、ボランティアなどによる市民参加型の森林づくりを推進し、将来

を展望した長期的な森づくりを進めます。

第 章

森林1 【	基本施策	】
（１）森林の再生・整備

森林の荒廃を防止し、森林の多面的・公益的な機能を発揮するため、東京都と連携し、多
摩産材の活用促進を図るとともに、森林の再生事業や花粉の少ない森づくりなどによる森
林整備事業を推進し、森林の保全、適正な管理や整備を図ります。

（２）市民参加型の森づくり
本市の貴重な財産である緑豊かな森林の保全に向け、企業との連携や森林の整備に関す

るボランティアの育成事業を推進するとともに、ボランティア団体等による森林の整備を
促進します。

また、森林をハイキングなどのレクリエーションの場や自然や緑と親しむ里山としての
活用を図ります。

※バイオマス発電：動植物などから生まれた生物資源（バイオマス）を直接燃焼したり、ガス化して発電する方
法のこと。技術開発が進んだ現在では、様々な生物資源が有効活用されています。

森林ボランティア育成事業

所有形態別現況森林面積

国有林 公有林 私有林 総数

面積（ha） 36 168 6,318 6,522 

構成割合（%） 0.55 2.58 96.87 100

（出典：2010世界農林業センサス）
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【	現状と課題	】
本市の河川は、市中央部を東西に流れる多摩川とこれに注ぐ多摩川水系の河川、北部を

流れる霞川、成木川などの荒川水系の河川により構成されています。
中でも多摩川は、昭和60（1985）年に御岳渓谷が環境省から名水百選に選定されるなど、

特に美しい清流景観とされており、憩いの場、レクリエーションの場として、市内外から多
くの人が訪れています。

こうした良好な水辺環境を学習や活動などの場とし、水辺と人とのふれあいをより身近
なものにするために、平成22（2010）年度に「青梅子どもの水辺協議会※」を設立し、協議会
を構成する市民団体と協働して、市内各所で親水事業を実施しています。

さらに、平成23（2011）年度には、河辺地区の多摩川河川敷を「子どもの水辺※」として登
録し、水辺に親しむ事業の充実を図っています。

今後も、自然体験学習など親水事業の実施による川と親しむ機会づくりとともに、美し
い清流景観の維持・向上のための清掃活動や河川敷の周辺整備を進める必要があります。

【	基本方針	】
河川やその周辺区域を水に親しむ空間として活用するため、周辺環境整備の促進を図る

とともに、生態系の保全に努めます。
親水事業については、市民団体などと連携し、施策を検討・実施するとともに、ボラン

ティア団体等への支援を行います。

水辺環境2 【	基本施策	】
（１）水辺環境の保全・整備

河川やその周辺区域を学習の場、健康づくりの場として活用できるよう親しみやすい水
辺環境の整備を図ります。

また、親水施設※については、良好な水辺環境とのふれあいの場の確保、水辺や河川の生
態系の保全、美しい清流景観の維持・向上のため総合的な検討を行い、整備を推進します。

（２）親水事業の充実
河辺地区の多摩川河川敷について、貴重な環境学習や自然体験学習の場として「水辺の

楽校※」の登録を目指すとともに、市民団体等と連携した合同事業「（仮称）水辺のフェス
ティバル」の開催など、体験型事業や学習型事業の充実を図ります。

※青梅子どもの水辺協議会：河川環境学習の展開を図るため、文部科学省・国土交通省・環境省が連携する「『子
どもの水辺』再発見プロジェクト」で、水辺を活用した体験学習や環境学習等の活動を行っている市民団体、
行政、教育委員会、学校等が連携して立ち上げる協議会のこと。

※子どもの水辺：子どもの水辺協議会が、その地域内でプロジェクトの趣旨に沿った場所を申請し、登録された
水辺のこと。

※親水施設：水や川に触れることで、水や川に対する親しみを深めるために整備された施設のこと。
※水辺の楽校：国土交通省のプロジェクト「子どもの水辺」での活動を安全かつ充実したものとするために国が
水辺整備を実施する支援策のこと。

川遊び体験学習
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【	現状と課題	】
快適で美しい生活環境を維持するためには、行政だけではなく、市民、事業者、滞在者、そ

れぞれの取組が不可欠です。
本市では、東京都の「環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）」

や「青梅市環境基本条例」、「青梅市環境基本計画」にもとづき、環境調査による状況の把握
および監視・指導による公害の未然防止に取り組んでいます。

美化デーなど市民と協働した美しい生活環境の維持・向上のための取組を実施すると
ともに、ごみのポイ捨ての防止やペットの飼い主へのマナー向上などの啓発を行っていま
す。

また、市内に設置された公衆トイレや、し尿処理施設の維持管理、あき地の環境保全な
ど、生活環境の保全にも取り組んでいます。

市民斎場や市営墓地（1,510区画）の管理・運営を行っています。
今後も、快適な生活環境の維持に向け、市民、事業者、滞在者の協力を得て、美しい生活環

境の維持・向上を図るとともに、施設の適切な維持管理等を図る必要があります。

【	基本方針	】
快適な生活環境の確保、美しいまちの維持に向けて、市民・団体・事業者などと連携し、

ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防止するなどの活動を推進するとともに、不法投
棄の防止に努めます。

また、環境調査などにより、生活環境の保全、公害の未然防止を図ります。
市民斎場や市営墓地等については、適切な整備を図り、施設の維持管理に努めます。

生活環境3 【	基本施策	】
（１）生活環境の維持・向上

市民・団体・事業者などと連携し、不法投棄の防止、観光資源である美しい川やきれいな
街なみなど生活環境の維持・向上のための取組、ごみのポイ捨ての防止、ペットの飼い主へ
のマナー向上などの啓発活動を推進し、快適な生活環境の確保を図ります。

また、あき地の所有者、管理者への指導によるあき地の管理の適正化を図ります。

（２）公害防止体制の推進
水質、大気などの環境調査を実施し、状況の把握に努めるとともに、騒音、振動、悪臭など

の監視や、適切な指導を行い、公害の未然防止に努めます。
さらに、大規模な開発事業等の実施に際しては、東京都と協力し、公害の防止や環境の保

全等を図るよう適正な指導に努めます。
また、広域的に公害防止を図るため、東京都や近隣市町村と連携を図りながら環境保全

対策を進めます。

（３）市民斎場等公共施設の維持管理
市民ニーズに応えるため、市民斎場・火葬場・市営墓地の適切な維持管理と利用者の利

便性向上を図ります。
広域的な連携のもと、し尿処理施設の長寿命化に向けた計画的な改修、適正な管理を進

めるとともに、施設のあり方の検討を進めます。
市民や滞在者が快適に利用できるよう、市内の公衆トイレの清掃など維持管理に努めま

す。

多摩川１万人の清掃大会

啓発ポスター
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【	現状と課題	】
地球規模で環境・エネルギー問題への関心が一層高まる中、これまでの生活様式や社会

の仕組みを見直し、環境保全やエネルギーのあり方をはじめ、ごみを発生させない取組な
ど環境に関する総合的な施策展開が強く求められています。

本市では、家庭ごみは有料戸別収集制度をとっており、燃やすごみについては、西多摩衛
生組合において広域かつ効率的な処理を行っています。それ以外の燃やさないごみ、容器
包装プラスチックごみ、資源物、粗大ごみ等は、青梅市リサイクルセンターや再生業者等に
より処理されます。資源物については、行政回収のほか地域で行う集団回収により、資源回
収業者に引き渡されます。

なお、集団回収については、登録団体の熱心な協力により、市民１人１日当たりの集団回
収量が、平成23（2011）年度において多摩地域26市中第１位となっています。

ごみの発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、資源の再生利用（リサイクル）の３Ｒ
に、ごみの発生源となるものの受入れを断る（リフューズ）を加えた４Ｒの推進に向け、ご
み減量の啓発とともに、分別の徹底による資源化率の向上、生ごみの堆肥化、集団回収の支
援などの取組を推進しています。

環境施策については、「青梅市環境基本計画」にもとづき、行政と市民、市民団体、事業者、
滞在者等が協働して、青梅市の特性を生かしたまちづくりに取り組んでいます。

今後も、資源循環型社会の構築をはじめ、地球温暖化防止対策の推進、再生可能エネル
ギーの導入など、市民・事業者・行政が連携し、総合的に施策を推進する必要があります。

【	基本方針	】
「青梅市環境基本計画」にもとづき、環境にやさしい低炭素社会・資源循環型社会をつく

るため、市民・事業者・行政の協働のもと、４Ｒの推進、ごみの減量、分別の徹底による再資
源化などの取組を推進します。

ごみ処理施設の計画的な整備を図るととも
に、周辺自治体との連携による、より経済的、効
率的な収集・処理方法の検討を行います。

地球温暖化対策、エネルギー対策として、再
生可能エネルギーの導入を促進します。

循環型社会4 【	基本施策	】
（１）ごみの減量化の推進

「青梅市一般廃棄物処理基本計画」にもとづき、本市の事務事業から発生するごみの減量
に努めるとともに、ごみ処理施設見学会など広報・啓発活動の推進をはじめ、生ごみの堆肥
化の推進や企業への働き掛けを通じ、市民の自主的な４Ｒ運動の定着を促進し、ごみの減
量化・再資源化を図ります。

また、ごみの減量・再生利用、地域コミュニ
ティの醸成につながる集団回収の支援・推進を
図ります。

さらに、環境美化指導員等と連携し、廃棄物
の適正処理やごみ減量等の施策を推進します。

（２）ごみ処理体制の整備
ごみの排出動向等に即した分別収集体制の充実、広報・啓発活動の推進による市民のご

み分別の一層の徹底に努めるとともに、ごみ処理施設の計画的な施設整備を図ります。
また、西多摩衛生組合構成市町における中間処理・資源化施設の統合・共同処理などに

ついて協議を進めます。

（３）再生可能エネルギー施策への取組
太陽光発電の普及拡大を促進するとともに、市民や企業・団体等との協力関係を構築し、

バイオマス発電や小水力発電※など青梅の地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入
検討を進めます。

また、複合的なエネルギー施策の展開によるスマートコミュニティ※の構築に向けた検
討を進めます。

（４）地球温暖化対策の推進
省エネルギーや節電など温室効果ガスの排出削減効果のある取組の広報や啓発などを

進めます。
また、「青梅市地球温暖化対策実行計画」にもとづき、本市の事務事業で発生する温室効

果ガスの排出削減を図ります。

※小水力発電：一般に 1,000kW～１万 kW程度の水力発電のこと。また「新エネルギー利用等の促進に関する
特別措置法（新エネ法）」の対象のように出力 1,000kW以下の比較的小規模な発電設備を総称して「小水力発電」
と呼ぶこともあります。

※スマートコミュニティ：地域で家庭やビル、交通システムをＩＴネットワークでつなげ、太陽光や風力など再
生可能エネルギーを最大限活用し、一方で、エネルギーの消費を最小限に抑えていく次世代の社会システムを
基盤とするまちづくりのこと。

リサイクルセンター

資源回収


